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�愛媛県告示第９６４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療

機関を次のように指定した。

平成２２年８月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第９６５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条において準用する同

法第４９条の規定により、施術機関を次のように指定した。

平成２２年８月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第９６６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定し

た医療機関を次のように廃止した旨の届出があった。

平成２２年８月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第９６７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条において準用する同

法第４９条の規定により指定した施術機関を次のように廃止した旨の

届出があった。

平成２２年８月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９６８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療機関（指定訪問看護事業者等）を次のように指定した。
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この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示

及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する

協定の適用を受けるものである。

告 示

医療機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

指 定

年 月 日

丹こどもクリニ
ック

医療法人丹こど
もクリニック

今治市末広町三丁目４番
地１２

平成２２年
７月１日

施術機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

指 定

年 月 日

ヘルプサービス
繭 森 島 春 義 伊予郡松前町北黒田６１３

－１５
平成２２年
７月１日

医療機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

廃 止

年 月 日

伊予市国民健康
保険直営佐礼谷
診療所

伊 予 市 長 伊予市中山町佐礼谷甲８１
６番地１

平成２２年
３月３１日

吉 岡 英 歯 科 吉 岡 英 敏 喜多郡内子町内子１９０５ 平成２２年
５月２５日

施術機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

廃 止

年 月 日

あい・あすか治
療院 田 窪 哲 郎 今治市常盤町七丁目５－

３７
平成２１年
４月３０日

毎週（火・金）曜日発行 第２１９６号 平成２２年８月２７日

平成２２年８月２７日金曜日 第２１９６号

愛 媛 県 報

６１１
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平成２２年８月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９６９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した。

平成２２年８月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９７０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護支援事業者）を次のように指定した。

平成２２年８月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

医 療 機 関 （ 指 定
訪問看護事業者等）の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

指 定 訪 問 看 護 事 業 等 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

訪問看護ステーションれもん 松山市東長戸三丁目４番２７号 有限会社リハビリステーショ
ンみかん

伊予郡松前町大字筒井３６２－
１６ 平成２２年７月１日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社悠遊社 松山市余戸南二丁目２４番３８号 グループホーム紅葉の里・お
だ 喜多郡内子町本川２４２４番１９ 平成２２年４月１日

医療法人うつのみや内科 上浮穴郡久万高原町久万２０６
番地５ うつのみや内科 上浮穴郡久万高原町久万２０６

番地５ 平成２２年５月１日

櫻 木 康 晴 伊予郡松前町神崎６９ 北伊予緩和ケアクリニック 伊予郡松前町神崎６９ 平成２２年５月１日

社会福祉法人聖風会 西条市氷見字上寺丙１９５番地 ヘルパーステーション光風館 西条市西田字流下甲３９６番地
２ 平成２２年７月１日

株式会社ハッピースマイル 今治市山方町一丁目甲１４４７ ダスキンヘルスレント愛媛東
ステーション 今治市小泉５－１２－２２ 平成２２年７月１日

有限会社レインボープラス 北宇和郡松野町大字松丸５５１
番地１ 短期入所生活介護虹の森 北宇和郡松野町大字松丸５５２

番地 平成２２年７月２１日

株式会社虹色のクローバー 東温市志津川７１８番地１ 訪問介護ステーション虹色 新居浜市本郷１－７－４０ 平成２２年７月２２日

株式会社エンゼル 伊予市双海町上灘甲５３５０番地
１０ エンゼル薬局上灘店 伊予市双海町上灘甲５３５０番地

１０ 平成２２年７月２３日

有限会社せいどう 八幡浜市３８４番地 いろは薬局大黒町店 八幡浜市大黒町１５２６－４ 平成２２年８月３日

合同会社安用 西条市石延１０８番地１ もも 西条市石延１０８番地１ 平成２２年８月４日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

合同会社安用 西条市石延１０８番地１ もも 西条市石延１０８番地１ 平成２２年８月４日

愛 媛 県 報平成２２年８月２７日 第２１９６号
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�愛媛県告示第９７１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（特定福祉用具販売事業者）を次のように指定した。

平成２２年８月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９７２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（介護予防事業者）を次のように指定した。

平成２２年８月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 機 関 （ 特 定 福 祉
用 具 販 売 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

特 定 福 祉 用 具 販 売 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社ハッピースマイル 今治市山方町一丁目甲１４４７ ダスキンヘルスレント愛媛東
ステーション 今治市小泉５－１２－２２ 平成２２年７月１日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社悠遊社 松山市余戸南二丁目２４番３８号 グループホーム紅葉の里・お
だ 喜多郡内子町本川２４２４番１９ 平成２２年４月１日

医療法人うつのみや内科 上浮穴郡久万高原町久万２０６
番地５ うつのみや内科 上浮穴郡久万高原町久万２０６

番地５ 平成２２年５月１日

櫻 木 康 晴 伊予郡松前町神崎６９ 北伊予緩和ケアクリニック 伊予郡松前町神崎６９ 平成２２年５月１日

社会福祉法人聖風会 西条市氷見字上寺丙１９５番地 ヘルパーステーション光風館 西条市西田字流下甲３９６番地
２ 平成２２年７月１日

株式会社ハッピースマイル 今治市山方町一丁目甲１４４７ ダスキンヘルスレント愛媛東
ステーション 今治市小泉５－１２－２２ 平成２２年７月１日

有限会社レインボープラス 北宇和郡松野町大字松丸５５１
番地１ 短期入所生活介護虹の森 北宇和郡松野町大字松丸５５２

番地 平成２２年７月２１日

株式会社虹色のクローバー 東温市志津川７１８番地１ 訪問介護ステーション虹色 新居浜市本郷１－７－４０ 平成２２年７月２２日

株式会社エンゼル 伊予市双海町上灘甲５３５０番地
１０ エンゼル薬局上灘店 伊予市双海町上灘甲５３５０番地

１０ 平成２２年７月２３日

有限会社せいどう 八幡浜市３８４番地 いろは薬局大黒町店 八幡浜市大黒町１５２６－４ 平成２２年８月３日

合同会社安用 西条市石延１０８番地１ もも 西条市石延１０８番地１ 平成２２年８月４日

社会福祉法人内子町社会福祉
協議会 喜多郡内子町内子１５１５番地 内子町老人デイサービスセン

ター
喜多郡内子町五十崎甲９４５番
地３ 平成２２年３月１７日

社会福祉法人内子町社会福祉
協議会 喜多郡内子町内子１５１５番地 内子町社会福祉協議会訪問介

護事業所 喜多郡内子町平岡甲１６８番地 平成２２年３月２３日

社会福祉法人風早偕楽園 松山市下難波乙１４５番地３４ 指定通所介護事業所デイサー
ビスセンター菊仙荘 今治市菊間町種３５６０番地５ 平成２２年４月１日

社会福祉法人風早偕楽園 松山市下難波乙１４５番地３４ 指定短期入所生活介護事業所
菊仙荘 今治市菊間町種３５６０番地５ 平成２２年４月１日

社会福祉法人回生会 西条市飯岡３３８３番地 指定通所介護事業所デイサー
ビスセンター福武荘 西条市飯岡３４０６番地 平成２２年８月２日

愛 媛 県 報平成２２年８月２７日 第２１９６号

６１３
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�愛媛県告示第９７３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（特定介護予防福祉用具販売事業者）を次のように指定

した。

平成２２年８月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９７４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の名称及び居宅介護事業を行

う事業所の名称が次のように変更された。

平成２２年８月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９７５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（介護予防事業者）の名称及び介護予防事業を行

う事業所の名称が次のように変更された。

平成２２年８月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９７６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）から、居宅介護事業を次のよ

うに廃止した旨の届出があった。

平成２２年８月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介護機関（特定介護予防
福祉用具販売事業者）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

特定介護予防福祉用具販売事業を行う事業所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社ハッピースマイル 今治市山方町一丁目甲１４４７ ダスキンヘルスレント愛媛東
ステーション 今治市小泉５－１２－２２ 平成２２年７月１日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

（変更後）
医療法人愛媛インプラントク
リニックかまくら歯科

伊予郡松前町鶴吉８０６番地

（変更後）
愛媛インプラントクリニック
かまくら歯科

伊予郡松前町鶴吉８０６番地 平成２２年２月９日
（変更前）
医療法人かまくら歯科クリニ
ック

（変更前）
かまくら歯科クリニック

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

（変更後）
医療法人愛媛インプラントク
リニックかまくら歯科

伊予郡松前町鶴吉８０６番地

（変更後）
愛媛インプラントクリニック
かまくら歯科

伊予郡松前町鶴吉８０６番地 平成２２年２月９日
（変更前）
医療法人かまくら歯科クリニ
ック

（変更前）
かまくら歯科クリニック

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

伊予市 伊予市米湊８２０番地 伊予市国民健康保険直営佐礼
谷診療所

伊予市中山町佐礼谷甲８１６番
地１ 平成２２年３月３１日

医療法人広仁会 八幡浜市１２８０番地の９ ひろせ訪問看護ステーション 八幡浜市１２８０番地の９ 平成２２年３月３１日

宇都宮 愼 上浮穴郡久万高原町久万２０６
番地５ うつのみや内科 上浮穴郡久万高原町久万２０６

番地５ 平成２２年４月３０日
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�愛媛県告示第９７８号
救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）第１条第１

項の規定による救急病院から、次のとおり名称の変更の届出があっ

た。

平成２２年８月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第９７９号
平成２２年度健康資源・環境整備状況調査を次のとおり実施するの

で、愛媛県統計調査条例（平成２０年愛媛県条例第６８号）第３条第２

項の規定により告示する。

平成２２年８月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 調査の目的

事業所及び飲食店が取り組んでいる健康づくり関連項目につい

て調査することにより、県民の健康増進の総合的な推進を図るた

めの基礎資料とする。

２ 調査対象の範囲

� 事業所：従業員５０人以上の民営事業所

� 飲食店：愛媛県料飲業生活衛生同業組合加盟店舗

３ 報告を求める事項

� 事業所（業種・規模、健診等に関すること、喫煙対策等）

� 飲食店（経営形態、メニューに関すること、喫煙対策等）

４ 報告を求める事項の基準となる期日

平成２２年１０月１日

５ 報告を求める者

２に記載した全事業所及び全店舗

６ 報告を求めるために用いる方法

委託業者の調査員による訪問調査及び調査票による自計方式

７ 報告を求める期間

平成２２年９月１日から平成２３年３月３１日まで

�愛媛県告示第９７７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（介護予防事業者）から、介護予防事業を次のよ

うに廃止した旨の届出があった。

平成２２年８月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９８０号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

平成２２年８月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９８１号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により、次のとおり指定居宅介護支援事業者を指定した。

平成２２年８月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

伊予市 伊予市米湊８２０番地 伊予市国民健康保険直営佐礼
谷診療所

伊予市中山町佐礼谷甲８１６番
地１ 平成２２年３月３１日

医療法人広仁会 八幡浜市１２８０番地の９ ひろせ訪問看護ステーション 八幡浜市１２８０番地の９ 平成２２年３月３１日

宇都宮 愼 上浮穴郡久万高原町久万２０６
番地５ うつのみや内科 上浮穴郡久万高原町久万２０６

番地５ 平成２２年４月３０日

名 称
所 在 地 開 設 者 名

変 更 前 変 更 後

真泉会第一病院 今治第一病院 今治市宮下町一丁目１番
２１号

社会医療法人真
泉会

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

有限会社リハビリステーションみかん 訪問看護ステーションれもん 伊予郡松前町大字筒井３６２－１６ 平成２２年７月１日 訪問看護

愛 媛 県 報平成２２年８月２７日 第２１９６号
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�愛媛県告示第９８２号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により、次のとおり指定介護予防サービス事業者を指定した。

平成２２年８月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９８３号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定により、指定居宅サービス事業者から次のとおり指定居宅サービス事業を廃止

する旨の届出があった。

平成２２年８月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９８４号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の５第２項の規定により、指定介護予防サービス事業者から次のとおり指定介護予防サービ

ス事業を廃止する旨の届出があった。

平成２２年８月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

指定居宅介護支援事業者の名称
指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所

指定年月日 サービスの種類
名 称 所 在 地

株式会社こもだ 居宅介護支援事業所こもだ 愛媛県松山市姫原一丁目８番３３号 平成２２年７月１日 居宅介護支援

株式会社ひなた 居宅介護支援事業所ひなた 愛媛県松山市道後町１丁目４番３１号野
本ビル２０３号 平成２２年７月１日 居宅介護支援

株式会社共生れんげの会 れんげ共生居宅介護支援事業所 愛媛県西予市宇和町山田８１４番地 平成２２年７月１日 居宅介護支援

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

医療法人十全会 訪問看護ステーションれんげの会 愛媛県新居浜市角野新田町１丁目１番
２８号 平成２２年７月１日 介護予防訪問看護

特定非営利活動法人倫理生活指導セン
ター 高齢者福祉実践センター 愛媛県新居浜市長岩町２番４６号 平成２２年７月１日 介護予防訪問介護

有限会社リハビリステーションみかん 訪問看護ステーションれもん 伊予郡松前町大字筒井３６２－１６ 平成２２年７月１日 介護予防訪問看護

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

セントケア愛媛株式会社 セントケア八幡浜 愛媛県八幡浜市江戸岡１丁目８番５号
マルマビル１階 平成２２年６月３０日 訪問入浴介護

株式会社ジェイコム ヘルパーステーションまなべ 愛媛県西条市氷見丙４７７番地 平成２２年６月３０日 訪問介護

医療法人樋野クリニック ジョイフルケア 愛媛県松山市萱町一丁目５番６号 平成２２年７月１４日 訪問介護

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

医療法人樋野クリニック ジョイフルケア 愛媛県松山市萱町一丁目５番６号 平成２２年７月１４日 介護予防訪問介護

セントケア愛媛株式会社 セントケア八幡浜 愛媛県八幡浜市江戸岡１丁目８番５号
マルマビル１階 平成２２年６月３０日 介護予防訪問入浴

介護

株式会社ジェイコム ヘルパーステーションまなべ 愛媛県西条市氷見丙４７７番地 平成２２年６月３０日 介護予防訪問介護
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�愛媛県告示第９８６号
次の地籍調査の成果は、国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第

１９条第２項の規定に基づき国土調査の成果として認証したから、同

条第４項の規定に基づき次のとおり公告する。

平成２２年８月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 地籍調査の実施者、地域、調査期間及び成果の名称

実施者 地 域 調 査 期 間 成果の名称

宇和島市 津島町下畑地の
一部

平成２０年度から
平成２１年度まで

宇和島市の
地籍図及び地籍簿

２ 認証年月日

平成２２年８月２７日

�������
�愛媛県告示第９８７号
肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第１２条第２項の規定により、

次のとおり肥料登録の有効期間を更新した。

平成２２年８月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第９８８号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条第２項

（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。）の規定に基

づき、瀬戸内海を操業区域とする小型機船底びき網漁業の許可又は

起業の認可を申請すべき期間を次のように定める。

平成２２年８月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成２２年８月２７日から９月９日まで

�������
�愛媛県告示第９８９号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条第２項

（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。）の規定に基

づき、宇和海を操業区域とする小型機船底びき網漁業の許可又は起

業の認可を申請すべき期間を次のように定める。

平成２２年８月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許可又は起業の認可を申請すべき期間

�愛媛県告示第９８５号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）附則第５条第４項の規定により法第６条第２項の規定による届出と

みなされる法附則第５条第１項の規定による変更に係る事項の届出があったので、法第６条第３項において準用する法第５条第３項の規定

に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産

業経済部産業振興課商工観光室並びに四国中央市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成２２年８月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

ドラッグコスモス川之江
店・ドッポ川之江店

四国中央市妻鳥町１６
８４番地１

大規模小売店舗において小売
業を行う者の閉店時刻

株式会社コスモス薬
品
午後８時
大屋観光株式会社
午後８時

株式会社コスモス薬
品
午後９時
大屋観光株式会社
午前１時

平成２２年
８月２８日

平成２２年
８月１６日

来客が駐車場を利用すること
ができる時間帯

午前９時３０分から午
後８時３０分まで

午前９時３０分から午
前１時３０分まで

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに四国中央市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

登録有
効期限

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

その他
の規格

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

平成２８
年９月
１５日

愛媛県
第１２２４
号

混合石
灰肥料

くみあ
い粒状
土壌改
良用混

アルカ
リ分
４５．０
く溶性

含有を
許され
る有害
成分の

大日本ドロマイ
ト鉱業株式会社
愛媛県西予市城
川町田穂１４５６番

合石灰
２０

苦土
１０．０

最大量
及びそ
の他の
制限事
項は、
公定規
格のと
おり

地２
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平成２２年８月２７日から９月９日まで

�������
�愛媛県告示第９９０号
次のように公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」と

いう。）第２条第１項の規定に基づく埋立ての免許の出願があった。

法第３条第１項に規定する書面及び関係図書は、愛媛県庁、東予

地方局今治土木事務所及び今治市役所において告示の日から起算し

て３週間公衆の縦覧に供する。

平成２２年８月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 出願者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代

表者の氏名及び住所

今治市

今治市別宮町一丁目４番地１

代表者 今治市長 菅 良二

今治市大三島町宮浦５７１４番３

２ 埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域

� 埋立区域

ア 位置

今治市波方町字石持甲１５７１番４から同甲１６０９番９までの地

先公有水面

イ 区域

次の１点から１６点までを順次直線で結んだ線並びに１６点と

１点を結ぶ平成２０年の秋分の満潮位（Ｄ．Ｌ．＋３．２９メート

ル）の陸と公有水面との接する線により囲まれた区域

基点（今治市波方町大字波方字石持乙４８２番地の１、国土

地理院「長泉寺」四等三角点）は、北緯３４度０７分１０秒０４７２、

東経１３２度５７分２９秒８５４５の地点

１点は、基点から真北８６度００分１５秒５０２．７１メートルの地点

２点は、１点から真北９５度３７分４０秒５．３０メートルの地点

３点は、２点から真北１２８度２０分０８秒４．００メートルの地点

４点は、３点から真北２１８度２０分０８秒５．３０メートルの地点

５点は、４点から真北１２８度２０分０８秒５８．０８メートルの地点

６点は、５点から真北３８度２０分０８秒１．３０メートルの地点

７点は、６点から真北１２８度２０分０８秒６６．６６メートルの地点

８点は、７点から真北２１８度２０分０８秒１．３０メートルの地点

９点は、８点から真北１２８度２０分０８秒４８．４０メートルの地点

１０点は、９点から真北３８度２０分０８秒５．３０メートルの地点

１１点は、１０点から真北１２８度２０分０８秒５．２６メートルの地点

１２点は、１１点から真北１９５度５１分１３秒５．２６メートルの地点

１３点は、１２点から真北２８５度５１分１３秒５．３０メートルの地点

１４点は、１３点から真北１９５度５１分１３秒１４．５２メートルの地点

１５点は、１４点から真北１０５度５１分１３秒５．３０メートルの地点

１６点は、１５点から真北１９５度５１分１３秒１７．９３メートルの地点

ウ 面積

８，７４６．４６平方メートル

� 埋立てに関する工事の施行区域

ア 位置

今治市波方町字石持甲１５７１番４から同甲１６０９番９までの地

先公有水面及び陸域

イ 区域

次のＡ点からＪ点までを順次直線で結んだ線及びＪ点とＡ

点を直線で結んだ線により囲まれた区域

基点（今治市波方町大字波方字石持乙４８２番地の１、国土

地理院「長泉寺」四等三角点）は、北緯３４度０７分１０秒０４７２、

東経１３２度５７分２９秒８５４５の地点

Ａ点は、基点から真北９８度３６分３２秒４６８．７３メートルの地点

Ｂ点は、Ａ点から真北３１度３７分２２秒５２．１２メートルの地点

Ｃ点は、Ｂ点から真北５度３７分２２秒８４．７１メートルの地点

Ｄ点は、Ｃ点から真北３０１度３３分０９秒１３．９２メートルの地点

Ｅ点は、Ｄ点から真北３８度２０分０７秒１１８．４０メートルの地点

Ｆ点は、Ｅ点から真北１２８度２０分０７秒２９０．００メートルの地

点

Ｇ点は、Ｆ点から真北２１８度２０分０７秒２０５．１４メートルの地

点

Ｈ点は、Ｇ点から真北３０８度２３分２４秒７３．９９メートルの地点

Ｉ点は、Ｈ点から真北３１７度３４分３４秒７．７６メートルの地点

Ｊ点は、Ｉ点から真北３０６度５９分４０秒９１．５９メートルの地点

ウ 面積

５６，７９４．３６平方メートル

３ 埋立地の用途

輸送用機械器具製造業用地 約８，６１０平方メートル

道路用地 約 ７０平方メートル

水路用地 約 ７０平方メートル

合 計 約８，７５０平方メートル

４ 出願年月日

平成２２年８月１７日

�������
�愛媛県告示第９９１号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という。）第

２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する工事のしゅん

功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、西予市役所において告

示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧することができる。

平成２２年８月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては、その代表者の氏名及び住所

愛媛県

松山市一番町四丁目４番地２

代表者 愛媛県知事 加戸守行

松山市御宝町１１９番１

２ 埋立区域

� 位置

埋立区域１

西予市三瓶町垣生字サルカクボ甲４８番１から同字家ノ前甲１０

７番１に至る地先公有水面

� 区域

埋立区域１

次の１点から５０点までを順次直線で結んだ線並びに５０点と１

点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋２．３０メートル）

における公有水面と陸との境界線により囲まれた区域

基点（西予市三瓶町垣生字平畑下甲２８番４地先護岸上に設置

された金属鋲）は北緯３３度２２分４８秒、東経１３２度２４分３６秒の地

点

１点は、基点から真北１５度０７分１１秒６２．９６メートルの地点

愛 媛 県 報平成２２年８月２７日 第２１９６号

６１８
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２点は、１点から真北１０３度１３分３３秒０．９０メートルの地点

３点は、２点から真北１２度０７分２４秒２８．７２メートルの地点

４点は、３点から真北１２度１３分３６秒５．９４メートルの地点

５点は、４点から真北１４度２１分０１秒４．９９メートルの地点

６点は、５点から真北１５度０４分５２秒５．００メートルの地点

７点は、６点から真北１５度２６分２４秒４．９９メートルの地点

８点は、７点から真北１５度４８分２４秒５．００メートルの地点

９点は、８点から真北１６度０９分０５秒５．００メートルの地点

１０点は、９点から真北１５度５３分３０秒１．３１メートルの地点

１１点は、１０点から真北１０５度４３分３９秒２．２７メートルの地点

１２点は、１１点から真北１７度１０分００秒４．５２メートルの地点

１３点は、１２点から真北２８６度５１分０４秒２．３１メートルの地点

１４点は、１３点から真北１６度５５分５１秒４．９９メートルの地点

１５点は、１４点から真北１７度１７分２３秒４．９９メートルの地点

１６点は、１５点から真北１７度３８分１５秒５．００メートルの地点

１７点は、１６点から真北１８度００分００秒４．９９メートルの地点

１８点は、１７点から真北１８度２１分３１秒５．００メートルの地点

１９点は、１８点から真北１８度４２分１１秒４．９９メートルの地点

２０点は、１９点から真北１９度０４分２１秒５．００メートルの地点

２１点は、２０点から真北１９度１８分３７秒２．１３メートルの地点

２２点は、２１点から真北１９度２４分１６秒２９．９２メートルの地点

２３点は、２２点から真北１９度２８分２９秒５．００メートルの地点

２４点は、２３点から真北１９度２１分１９秒４．９９メートルの地点

２５点は、２４点から真北１８度５１分１８秒５．００メートルの地点

２６点は、２５点から真北１８度１１分１８秒５．００メートルの地点

２７点は、２６点から真北１６度５８分４０秒４．９９メートルの地点

２８点は、２７点から真北１５度３８分１３秒５．００メートルの地点

２９点は、２８点から真北１３度４８分５０秒５．００メートルの地点

３０点は、２９点から真北１１度４０分３４秒５．００メートルの地点

３１点は、３０点から真北９度３６分１５秒２．０５メートルの地点

３２点は、３１点から真北９６度４６分３４秒１．７１メートルの地点

３３点は、３２点から真北９度２６分００秒３．９１メートルの地点

３４点は、３３点から真北２７８度４６分５０秒１．７６メートルの地点

３５点は、３４点から真北６度３５分０７秒５．８０メートルの地点

３６点は、３５点から真北３度５９分２４秒５．００メートルの地点

３７点は、３６点から真北１度４２分２７秒５．００メートルの地点

３８点は、３７点から真北３５９度２７分００秒５．００メートルの地点

３９点は、３８点から真北３５７度１０分４９秒５．００メートルの地点

４０点は、３９点から真北３５４度５４分２２秒５．００メートルの地点

４１点は、４０点から真北３５２度３８分０５秒５．００メートルの地点

４２点は、４１点から真北３５０度２１分５１秒５．００メートルの地点

４３点は、４２点から真北３４８度０８分３１秒３．２６メートルの地点

４４点は、４３点から真北７２度３１分２７秒３．７３メートルの地点

４５点は、４４点から真北３４２度１３分３０秒２４．０２メートルの地点

４６点は、４５点から真北３４３度３６分０９秒５．０１メートルの地点

４７点は、４６点から真北２５２度１８分５８秒５．３０メートルの地点

４８点は、４７点から真北３３４度２０分３２秒４．９９メートルの地点

４９点は、４８点から真北３３３度１８分２４秒４．９９メートルの地点

５０点は、４９点から真北３３２度０７分０９秒２．５３メートルの地点

� 面積

埋立区域１

２，５３８．１１平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成１７年９月２日 愛媛県指令１７港第２７１号

４ しゅん功認可年月日

平成２２年８月２７日

�愛媛県告示第９９２号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２２年８月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（特－１７）第４１８３号 平成１７年
７月１２日 �斎藤建設 伊藤 庄二 西条市禎瑞９８２ 平成２２年

７月１日 土木工事業、建築工事業 建設業の廃止

（般－１７）第１５７８８号 平成１７年
８月３日 �寿 伊藤 幸子 四国中央市村松町４９１ 平成２２年

７月２日 土木工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－１８）第９１４１号 平成１８年
７月７日 �篠原産業 篠原 正志 新居浜市多喜浜６－１－

３５
平成２２年
７月５日

管工事業、鋼構造物工事業
機械器具設置工事業 建設業の廃止

（特－１９）第１５２００号 平成１９年
１２月４日 住重試験検査� 高尾 美好 西条市今在家１５０１ 平成２２年

７月９日 機械器具設置工事業 建設業の廃止
（一部）

（般・特－１８）第１７３号 平成１８年
８月１５日 一色建設� 一色 昭男 西条市飯岡３２０５ 平成２２年

７月２０日
土木工事業、建築工事業
造園工事業 建設業の廃止

（般－１７）第５４２２号 平成１７年
８月８日 高橋電気 高橋 至 新居浜市新須賀町３－３

－２６
平成２２年
７月２０日 電気工事業 建設業の廃止

（般－２１）第８６４８号 平成２２年
２月８日 服部建工� 黒河 久弘 西条市神拝甲２３３ 平成２２年

７月２１日 建築工事業 建設業の廃止

（般－１８）第１２５５２号 平成１９年
２月１４日 �国田組 �橋 保 新居浜市中村松木２－７

－５２
平成２２年
７月２７日 土木工事業 建設業の廃止

（般－１９）第１０６８１号 平成１９年
１１月７日 来島建設� 二宮 章泰 今治市中日吉町２－２－

３０
平成２２年
７月２９日

土木工事業
とび・土工工事業
管工事業、水道施設工事業

建設業の廃止

愛 媛 県 報平成２２年８月２７日 第２１９６号

６１９
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�愛媛県告示第９９５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第１項の規定に

より、瀬戸町土地改良区から次のとおり土地改良事業の工事が完了

した旨の届出があった。

平成２２年８月２７日

愛媛県南予地方局長 高 魚 貞 利

�������
�愛媛県告示第９９６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第１項の規定に

より、伊方町から次のとおり土地改良事業の工事が完了した旨の届

出があった。

平成２２年８月２７日

愛媛県南予地方局長 高 魚 貞 利

�愛媛県告示第９９３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年８月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９９４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年８月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９９７号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２２年８月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９９８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局八幡浜土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 壬生川新居浜野田線 西条市樋之口字烏谷６番３ 平成２２年８月２７日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 松山東部環状線
松山市鴨川二丁目６４３番２５から

同市鴨川二丁目６４３番２８まで

旧 ２１．９～２２．０ ０．０７３

新 １３．９～２２．０ ０．０７３

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

農業用用排水施設整備事業 塩成北地区 平成１９年３月１日

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

農業用道路整備事業 小島東地区 平成１９年１１月３０日

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－１９）第１６７８号 平成１９年
１０月１１日 大洋建設� 石山 直樹 大洲市八多喜町甲１３５６－

５
平成２２年
７月５日 土木工事業 建設業の廃止

（般－１７）第１２１９７号 平成１８年
３月１日 �道野建設 萬願寺 清 大洲市肱川町宇和川１０５ 平成２２年

７月９日 土木工事業 建設業の廃止

（般－１７）第５４０３号 平成１７年
７月２８日 �藤田電器店 藤田 順一 宇和島市丸之内５－８－

４
平成２２年
７月１６日 電気工事業 建設業の廃止

（般・特－１８）第３８２号 平成１８年
６月１日 西南建設� 松田 和也 宇和島市津島町岩松甲５７

２－１
平成２２年
７月２２日 造園工事業 建設業の廃止

（一部）

愛 媛 県 報平成２２年８月２７日 第２１９６号

６２０



公 告

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２２年８月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入札に付する事項

� 件名

地方税電子申告システム用機器の借入れ

� 借入物品名及び数量

地方税電子申告システム用機器一式（ハードウェア一式、ソ

フトウェア一式、保守一式、搬入、設置、配線、調整等一式）

� 借入物品の内容等

入札説明書及び入札仕様書による。

� 借入期間

平成２３年３月１日から平成２８年２月２９日まで

� 借入場所

入札仕様書による。

� 入札方法

入札金額は、１月当たりの借入代金を記載すること。

また、落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当

該金額の５パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額

に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税

及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった契約金額の１０５分の１００に相当する金額を

入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、平成２０・２１・２２年度の製造の請負等に係る

一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業者で、次の

事項に該当するもの。

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 国又は地方公共団体において、本入札案件又は類似したシス

テムの調達及び構築の実績があること。

� 借入物品に係る保守及び点検の体制が整備されていることを

証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

� 営業種別「その他」営業種目「レンタル・リース」又は営業

種別「文具・事務用機器類」営業種目「事務機器」について、

平成２０・２１・２２年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加

する資格を有すると認められ、かつ「特定調達契約締結希望」

の登録をしている者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問い合わせ先

愛媛県総務部管理局税務課オンライン管理係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

平成２２年８月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 八幡浜保内線
八幡浜市向灘２３０５番２地先から

同市向灘２３０８番１地先まで

旧 ５．４～４３．８ ０．０８４

新 ５．４～２８．５ ０．０８４

〃 〃
八幡浜市向灘２３０８番２地先から

同市向灘２３４０番５地先まで

旧 ７．０～８．０
３３．０～３５．２

０．０３９
０．０３２

新 ２６．９～２７．８ ０．０３２

〃 〃
八幡浜市向灘２３４０番１地先から

同市向灘２３５０番地先まで

旧 １４．３～２１．８
２７．０～３１．５

０．０６３
０．０５１

新 ２７．０～３１．５ ０．０５１

〃 〃
八幡浜市向灘２３５１番４地先から

同市向灘２４５３番地先まで

旧
６．４～１３．０
５．５～６．８
３１．５～３９．０

０．０５９
０．０４６
０．０４０

新 ３１．５～３９．０ ０．０４０

〃 〃
八幡浜市向灘２４５３番地先から

同市向灘２４５４番地先まで

旧 ９．４～１６．０
３５．１～５１．８

０．０３７
０．０３８

新 ３１．０～４１．２ ０．０３８

〃 〃
八幡浜市向灘２４５２番３地先から

同市向灘２４７６番地先まで

旧 ３５．０～６８．０ ０．１６２

新 ２５．４～３８．２ ０．１６２

〃 〃

八幡浜市向灘２４７６番地先から

同市保内町川之石１０番耕地１０８番１地先まで
旧 １．０～６．１ ０．４８９

新 ０ ０ 一部廃止
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電話番号 （０８９）９１２―２２０５

� 入札書の受領期限

平成２２年１０月８日（金）午前１０時

� 入札説明書の交付方法

平成２２年８月２７日（金）から９月１０日（金）までの執務時間

中（月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午後５時１５分ま

でをいう。以下同じ。）に�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成２２年１０月８日（金）午前１０時

愛媛県庁第二別館５階第２会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、平成２２年８月２７日

（金）から９月１０日（金）までの執務時間中に入札説明書に定

める入札参加資格審査申請書（以下「申請書」という。）を知

事に提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。

なお、知事から申請書の内容に関し説明を求められた場合は、

これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した入札者

であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行

った者を落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be leased： Computer

equipment and related services for Electronic Filing Tax

Return System，１ set

� Time limit of tender：１０：００ A．M．，８ October２０１０

� For further information，please contact： Tax Online

Management Section，Tax Affairs Division，Administration

Subdepartment，General Affairs Department，Ehime

Prefectural Government，４―４―２ Ichibancho，Matsuyama，

Ehime７９０―８５７０ Japan

tel０８９―９１２―２２０５

�公 告

技能検定の合格者について

職業能力開発促進法（昭和４４年法律第６４号）に基づき平成２２年７月４日から８月８日までの間に実施した技能検定の合格者は、次のとお

りである。

平成２２年８月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

造園（造園工事作業）

３級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ４ Ａ甲 ６ Ａ甲 ８ Ａ甲 ９ Ｃ １

鋳造（鋳鉄鋳物鋳造作業）

３級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ｂ １ Ｂ ２

機械加工（普通旋盤作業）

３級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６ Ａ甲 ７
Ａ甲 ８ Ａ甲 １０ Ａ甲 １１ Ａ甲 １２ Ａ甲 １４ Ａ甲 １５
Ａ甲 １６ Ａ甲 １７ Ａ甲 １８ Ａ甲 １９ Ａ甲 ２０ Ａ甲 ２３
Ａ甲 ２４ Ａ甲 ２５ Ｂ １ Ｄ １ Ｄ ２ Ｄ ３
Ｄ ４
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機械加工（数値制御旋盤作業）

３級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ｄ １ Ｄ ２

機械加工（フライス盤作業）

３級

受 検 番 号

Ａ甲 １

機械加工（マシニングセンタ作業）

３級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６

Ａ甲 ７ Ｃ １ Ｃ ２ Ｃ ３ Ｃ ４

機械保全（機械系保全作業）

３級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６

Ａ甲 ７ Ａ甲 ９ Ａ甲 １０ Ａ甲 １１ Ａ甲 １２ Ａ甲 １３

Ａ甲 １４ Ａ甲 １５ Ａ甲 １６ Ａ甲 １７ Ａ甲 １８ Ａ甲 １９

Ａ甲 ２０ Ａ甲 ２１ Ａ甲 ２２ Ａ甲 ２３ Ａ甲 ２４ Ａ甲 ２５

Ａ甲 ２６ Ａ甲 ２７ Ａ甲 ２８ Ａ甲 ２９ Ａ甲 ３０ Ａ甲 ３１

Ａ甲 ３２ Ａ甲 ３３ Ａ甲 ３５ Ａ甲 ３６ Ａ甲 ３７ Ａ甲 ３９

Ａ甲 ４０ Ａ甲 ４１ Ａ甲 ４２ Ａ甲 ４３ Ａ甲 ４４ Ａ甲 ４５

Ａ甲 ４６ Ａ甲 ４７ Ａ甲 ４８ Ａ甲 ４９ Ａ甲 ５０ Ａ甲 ５１

Ａ甲 ５２ Ａ甲 ５３ Ａ甲 ５４ Ａ甲 ５５ Ａ甲 ５６ Ａ甲 ５９

Ａ甲 ６０ Ａ甲 ６１ Ａ甲 ６２ Ａ甲 ６３ Ａ甲 ６４ Ａ甲 ６５

Ａ甲 ６６ Ａ甲 ６７ Ａ甲 ６８ Ａ甲 ６９ Ａ甲 ７０ Ａ甲 ７１

Ａ甲 ７２ Ａ甲 ７３ Ａ甲 ７４ Ａ甲 ７５ Ａ甲 ７６ Ａ甲 ７７

Ａ甲 ７８ Ａ甲 ７９ Ａ甲 ８０ Ａ甲 ８１ Ａ甲 ８２ Ａ甲 ８３

Ａ甲 ８４ Ｂ １

機械保全（電気系保全作業）

３級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ７ Ａ甲 ８

Ａ甲 ９

電子機器組立て（電子機器組立て作業）

３級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６

Ａ甲 ７ Ａ甲 ８ Ａ甲 ９ Ａ甲 １０ Ａ甲 １１ Ａ甲 １２

Ａ甲 １３ Ａ甲 １４ Ａ甲 １５ Ａ甲 １６ Ａ甲 １７ Ａ甲 １８
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Ａ甲 １９

左官（左官作業）

３級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６

フラワー装飾（フラワー装飾作業）

３級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６

Ａ甲 ８ Ａ甲 ９ Ａ甲 １０ Ａ甲 １１ Ａ甲 １２ Ａ甲 １４

Ａ甲 １５ Ａ甲 １６ Ｂ １ Ｂ ２

平成２２年８月２７日 発行
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